
船舶事故調査報告書 

令和元年７月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１１月１５日 １６時０３分ごろ 

発生場所 鹿児島県薩摩
さ つ ま

川内
せんだい

市川内港 

川内港西防波堤北仮設灯台から真方位１６７°６３７ｍ付近 

 （概位 北緯３１°５１.９′ 東経１３０°１１.７′） 

事故の概要 漁船恵洋
けいよう

丸は、北北東進中、また、交通船ひさ丸は、南南東進中、

両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年１２月１７日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 漁船 恵洋丸、１.７トン 

ＫＧ３－３０１９４（漁船登録番号）、個人所有 

第２９５－３５４９６号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 交通船 ひさ丸、０.６トン 

２９５－４７４６６鹿児島、丸久建設株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 操舵室及び左舷船側部外板に擦過傷 

Ｂ 船底外板に擦過傷 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか甲板員１人が乗り組み、刺し網漁を終えた後、

定係地に向けて北北東進中、船長Ａが、船首方から接近するＢ船に気

付いたが、いずれＢ船が避けてくれると思い、同じ針路及び速力で航

行を続けていたところ、船首至近に接近したＢ船に危険を感じて右舵

を取ったものの、Ｂ船と衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、作業員４人を乗せ、南南東進

中、船長Ｂが、後部甲板に腰を掛けて手動操舵で操船に当たり、足下

に置いたロープの状態が気になっていたので、足下を見ながら航行し

ていたところ、船首至近に接近したＡ船に気付き、左舵を取ったもの

の、Ａ船と衝突した。 

分析 Ａ船は、北北東進中、船長Ａが、船首方から接近するＢ船に気付い

た際、いずれＢ船が避けてくれると思い、同じ針路及び速力で航行を

続けたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、南南東進中、船長Ｂが、足下に置いたロープの状態が気に

なり、足下を見ながら航行を続けたことから、接近するＡ船に気付く



 

のが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、Ａ船が北北東進中、Ｂ船が南南東進中、船長Ａが、いず

れＢ船が避けてくれると思い、同じ針路及び速力で航行を続け、ま

た、船長Ｂが、足下に置いたロープの状態が気になり、足下を見なが

ら航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、接近する他船を認めた場合、他船の避航に期待するこ

となく、余裕を持って自ら避けること。 

・航行中は、接近する他船を見落とさないよう周囲の適切な見張り

を行うこと。 


